
議題（２）第２期橋本市子ども・子育て支援事業計画の変更について 

① 教育・保育の提供及び推進体制の確保について（第２期計画 63ページより抜粋） 

（１）幼児期の教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容 

  ≪変更前≫（第２期計画 63ページ 3行目～） 

こども園の整備については、令和３年度に公私連携幼保連携型認定こども園を１園、令和 6

年度には公立の認定こども園１園の開園をめざしています。乳幼児数・園児数の動向を踏まえ、

こども園の整備を進めます。 

 

【こども園構想等整備計画】 

 

 

 

 

 

≪変更後≫ 

こども園の整備については、令和３年度に公私連携幼保連携型認定こども園を１園、令和７

年度には公立の認定こども園１園の開園をめざしています。乳幼児数・園児数の動向を踏まえ、

こども園の整備を進めます。 

 

【こども園構想等整備計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画年度 施設名等 ※〈 〉には運営法人を記載 

令和６年度 
公立 （仮）紀見こども園（４月１日開園目標） 

     紀見保育園、紀見幼稚園（公立２園）の統廃合 

計画年度 施設名等 ※〈 〉には運営法人を記載 

令和４年度 公立 柱本幼稚園 閉園  (仮)紀見こども園整備計画に伴う閉園 

令和 6 年度 公立 紀見保育園、紀見・境原幼稚園 閉園 (仮)紀見こども園整備計画に伴う閉園 

令和 7 年度 
公立 （仮）紀見こども園（４月１日開園目標） 

紀見保育園、紀見・境原・柱本幼稚園（公立４園） の統廃合 

資料３ 



②幼児期の教育・保育の量の見込みと確保の内容・方策（第２期計画 50ページより抜粋） 

こども園構想等整備計画の変更及び利用実態に伴う変更 

      令和４年度公立柱本幼稚園閉園  

令和６年度に公立紀見保育園、紀見幼稚園、境原幼稚園閉園

利用実態に合わせ変更（公立紀見保育園、紀見幼稚園、柱本幼稚園）  

 

４．幼児期の教育・保育の量の見込みと確保の内容・方策について（計画 50ページ） 

【１号認定・２号認定・３号認定の量の見込みと確保の内容】 

（単位：人） 

平成 30 年度（実績） 令和２年度 令和３年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

３～５歳 ３～５歳 ０～２歳 ３～５歳 ３～５歳 ０～２歳 ３～５歳 ３～５歳 ０～２歳 

教育のみ 
保育の必

要性あり 

保育の必

要性あり 
教育のみ 

保育の必

要性あり 

保育の必

要性あり 
教育のみ 

保育の必

要性あり 

保育の必

要性あり 

②
確
保
の
内
容 

認定こども園、 

幼稚園、保育所 

（教育・保育施設） 

593 878 498 479 879 503 

494 

 

469 

863 

 

857 

493 

 

486 

 

（単位：人） 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

３～５歳 ３～５歳 ０～２歳 ３～５歳 ３～５歳 ０～２歳 ３～５歳 ３～５歳 ０～２歳 

教育のみ 
保育の必

要性あり 

保育の必

要性あり 
教育のみ 

保育の必

要性あり 

保育の必

要性あり 
教育のみ 

保育の必

要性あり 

保育の必

要性あり 

②
確
保
の
内
容 

認定こども園、 

幼稚園、保育所 

（教育・保育施設） 

494 

 

469 

863 

 

857 

493 

 

486 

494 

 

454 

863 

 

857 

493 

 

486 

466 

 

454 

876 

 

857 

496 

 

486 

 


